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議案第１９７号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第６５号

）の一部を次のように改正する。

別表第１中９の項を１０の項とし、４の項から８の項までを１項ずつ繰り下げ、

３の項の次に次のように加える。

４ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第２項に
規定する小児慢性特定疾病児童等（以下「小児慢性特定疾病児
童等」という。）に対する日常生活用具の給付に関する事務で
あって規則で定めるもの

別表第２の９の項中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り、同表１７の項中

「障害者関係情報」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律による自立支援給付の支給に関する情報」を加え、同表中３８の項を３

９の項とし、２５の項から３７の項までを１項ずつ繰り下げ、同表２４の項中「若

しくは子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付若し

くは乳児等のための支援給付」に改め、同項を同表２５の項とし、同表中２３の項

を２４の項とし、１８の項から２２の項までを１項ずつ繰り下げ、同表１７の項の

次に次のように加える。

１８ 市 小児慢性特定疾病児 地方税関係情報、生活保護関係情報、
長 童等に対する日常生 準生活保護関係情報、中国残留邦人等

活用具の給付に関す 支援給付関係情報、地域生活支援事業
る事務であって規則 関係情報又は児童福祉法による小児慢
で定めるもの 性特定疾病医療費の支給に関する情報

であって規則で定めるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の１７の項の改正規定は

令和８年１月１日から、同表２４の項の改正規定は同年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１９８号

川口駅東口地下公共駐車場条例の一部を改正する条例

川口駅東口地下公共駐車場条例（平成１７年条例第６６号）の一部を次のように

改正する。

第５条第１号中「１５分」を「１０分」に改め、同号ただし書中「１，５００円

」を「２，２００円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に改め、同条第２

号中「１，０００円」を「１，２００円」に改める。

別表全日定期駐車券の項中「２０，９００円」を「２５，１００円」に改め、同

表平日定期駐車券の項中「１４，１００円」を「１６，９００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口駅東口地下公共駐車場条例（以下「新条例」とい

う。）第５条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、な

お従前の例による。

３ 新条例別表の規定は、利用することができる期間の初日（以下「利用開始日」

という。）が施行日以後である定期駐車券に係る使用料（以下「定期券の使用料

」という。）について適用し、利用開始日が施行日前である定期券の使用料につ

いては、なお従前の例による。

４ 施行日の前日までに利用開始日が施行日以後である定期駐車券の発行を受けた

者から当該定期券の使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の

川口駅東口地下公共駐車場条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により定

期券の使用料を徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 2 -



議案第１９９号

川口駅西口地下公共駐車場条例の一部を改正する条例

川口駅西口地下公共駐車場条例（平成３年条例第１７号）の一部を次のように改

正する。

第５条第１号ア中「１５分」を「１０分」に改め、同号アただし書中「１，５０

０円」を「２，２００円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に改め、同号

イ中「５００円」を「７００円」に改め、同条第２号ア中「１，０００円」を「１，

２００円」に改める。

別表の１四輪自動車等の表全日定期駐車券の項中「２０，９００円」を「２５，

１００円」に改め、同表平日定期駐車券の項中「１４，１００円」を「１６，９０

０円」に改める。

別表の２二輪自動車の表全日定期駐車券の項中「１０，４７０円」を「１２，５

００円」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２００号

川口市税条例の一部を改正する条例

川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第１８条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項

をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特

定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによってする」に改める。

第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）」を「施行規則」に改める。

第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。

第３４条の６第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第２号を次のように改める。

(2) 所得税法第７８条第２項第４号に掲げる寄附金のうち、公益信託に関する法

律（令和６年法律第３０号）第６条又は附則第４条第１項の規定により埼玉県

知事の認可を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託（市民の福祉

の増進に寄与するものとして、規則で定めるものに限る。）の信託財産とする

ために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金

第３６条の２第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、同条

第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号

及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，０

００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」を加える。

第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職手

当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下である

ものに限る。）」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加
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える。

附則第５条の２を削る。

附則第１１条の２第１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７

項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４１項第１号」を「附則第１５条第

４０項第１号」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５

条第４１項」に改める。

附則第１７条の２の次に次の１条を加える。

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例）

第１７条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９５条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われ

た加熱式たばこ（第９５条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９６条の２

の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）

に係る第９７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、

当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した

紙巻たばこ（第９５条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項

において同じ。）の本数によるものとする。

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料

の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式

たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条

の４の２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供され

るものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附

則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第

３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算

する方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本

に換算する方法

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの

品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱
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式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受け

るもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たば

この品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．

１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９６条の２の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）のうち次に掲げるものについては、同号ただし書の規

定は、適用しない。

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９６条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条

の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たば

このみの品目のもの

附則第２３条の２中「第３４項、第３８項若しくは第４２項」を「第３３項、第

３７項若しくは第４１項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第１１条の２及び第２３条の２の改正規定 公布の日

(2) 附則第１７条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第５条の規定 令和

８年４月１日

(3) 第３４条の６第１項の改正規定及び附則第５条の２を削る改正規定並びに附

則第４条の規定 令和９年１月１日

(4) 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部
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を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施

行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

（公示送達に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の川口市税条例（以下「新条例」という。）第１８

条の規定は、前条第４号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適

用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

（市民税に関する経過措置）

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項の規定は、令和８年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３

号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，

０００円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定

親族特別控除額」とする。

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の２第１項ただし書に規定

する給与について提出する新条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定によ

る申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の

川口市税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２第１項ただし書に規定す

る給与について提出した旧条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による

申告書については、なお従前の例による。

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（

同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定に

よる申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提

出した旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前

- 7 -



の例による。

第４条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１

項の規定の適用がある場合における新条例第３４条の６第１項（第２号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、同項中「次に掲げる寄附金」とあるのは

「次に掲げる寄附金若しくは金銭」と、同項第２号中「関連する寄附金」とある

のは「関連する寄附金又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８

号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１

条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみな

される金銭のうち、埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する

事務を行う同項に規定する特定公益信託（市民の福祉の増進に寄与するものとし

て市長が別に定めるものに限る。）の信託財産とするために支出したもの」とす

る。

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に

課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１７条の２の２第１

項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税につ

いては、なお従前の例による。

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、川口市税条例第９５条の２

第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ

に係る同条例第９７条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則

第１７条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数に

よるものとする。

(1) 川口市税条例第９７条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則

第１７条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）

の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数

(2) 新条例附則第１７条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．

５を乗じて計算した製造たばこの本数

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。
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令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０１号

川口市立アートギャラリー設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立アートギャラリー設置及び管理条例（平成１７年条例第６７号）の一部

を次のように改正する。

第２１条中「に定めるもののほか、ギャラリーの管理」を「の施行」に改める。

「
１０，４７０円 １５，７００円

別表第２中 １０，４７０円 １５，７００円 を

２０，９００円 ３１，４００円
」

「
１１，８００円 １７，７００円

１１，８００円 １７，７００円 に改める。

２３，６００円 ３５，５００円
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第２１条の改正規定及

び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立アートギャラリー設置及び管理条例（以下「

新条例」という。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用

料金については、なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

利用料金を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立アートギ

ャラリー設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により利用料

金を徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０２号

川口総合文化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口総合文化センター設置及び管理条例（平成元年条例第４８号）の一部を次の

ように改正する。

第８条中「メインホール等」の次に「及び駐車場」を加える。

別表の７駐車場の利用料金の表利用時間内の項中「２００円」を「３００円」に、

「１，５００円」を「２，２００円」に、「２，０００円」を「３，０００円」に

改め、同表利用時間外の項中「１，０００円」を「１，２００円」に改める。

別表備考第９号中「２３，１００円」を「２７，７００円」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０３号

川口市立芝市民ホール設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立芝市民ホール設置及び管理条例（平成元年条例第５４号）の一部を次の

ように改正する。

別表の１ホールの使用料の表中

「
円 円 円 円

４，６２０ ９，２４０ １１，５００ ２３，１００

６，０５０ １１，９００ １５，０００ ３０，０００

５，５００ １１，１００ １３，８００ ２７，７００

６，９３０ １３，８００ １７，３００ ３４，６００
を

９，２４０ １８，４００ ２３，１００ ４６，２００

７，２６０ １４，４００ １８，０００ ３６，０００

９，０２０ １８，０００ ２２，５００ ４５，１００

１１，９００ ２３，９００ ３０，０００ ６０，０００
」

「
円 円 円 円

６，９３０ １３，８００ １７，３００ ３４，６００

９，０７０ １７，９００ ２２，６００ ４５，０００

８，２５０ １６，６００ ２０，７００ ４１，５００

１０，３９０ ２０，７００ ２６，０００ ５１，９００ に改める。

１３，８００ ２７，７００ ３４，６００ ６９，３００

１０，８９０ ２１，６００ ２７，０００ ５４，１００

１３，５００ ２７，０００ ３３，８００ ６７，６００

１７，９００ ３５，９００ ４５，０００ ９０，０００
」

別表の２会議室等の使用料の表中

「
円 円 円 円

１，１００ ２，２００ ３，３００ ６，０００

５５０ １，１００ １，６５０ ３，０００

を４４０ ８８０ １，３２０ ２，４００
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２２０ ２２０ ２２０ ６００

１１０ １１０ １１０ ３００
」

「
円 円 円 円

１，６５０ ３，３００ ４，９５０ ９，０００

８２０ １，６５０ ２，４７０ ４，５００

に改める。６６０ １，３２０ １，９８０ ３，６１０

３３０ ３３０ ３３０ ９００

１６０ １６０ １６０ ４６０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立芝市民ホール設置及び管理条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けた者から当該利用に係る使

用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立芝市民ホール

設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収す

るものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０４号

川口市立鳩ヶ谷駅市民センター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立鳩ヶ谷駅市民センター設置及び管理条例（平成２３年条例第６１号）の

一部を次のように改正する。

別表の１多目的ホールの使用料の表中「とき。」を「とき」に、

「
円 円 円 円

１，６７０ ３，３５０ ４，１９０ ８，３８０

２，１７０ ４，３５０ ５，４４０ １０，８９０

２，５１０ ５，０２０ ６，２８０ １２，５００

２，５１０ ５，０２０ ６，２８０ １２，５００
を

２，１７０ ４，３５０ ５，４４０ １０，８９０

２，８３０ ５，６６０ ７，０８０ １４，１００

３，２６０ ６，５３０ ８，１７０ １６，３００

３，２６０ ６，５３０ ８，１７０ １６，３００
」

「
円 円 円 円

２，５１０ ５，０２０ ６，２８０ １２，５００

３，２６０ ６，５３０ ８，１７０ １６，３００

３，７７０ ７，５４０ ９，４２０ １８，８００

３，７７０ ７，５４０ ９，４２０ １８，８００ に改める。

３，２６０ ６，５３０ ８，１７０ １６，３００

４，２５０ ８，４９０ １０，６２０ ２１，２００

４，９００ ９，８００ １２，２００ ２４，５００

４，９００ ９，８００ １２，２００ ２４，５００
」

別表の２会議室の使用料の表を次のように改める。

２ 会議室の使用料

時間区分 午 前 午 後 夜 間 全 日
９時～正午 １時～４時 ５時３０分 午前９時～

３０分 ～９時３０ 午後９時３
利用区分 分 ０分

- 14 -



営利を目的 円 円 円 円
としない場 全室利用 ８７０ １，７６０ ２，２００ ４，４００
合

会議室１ ５２０ １，０５０ １，３２０ ２，６４０

会議室２ ３５０ ７００ ８８０ １，７６０

営利を目的 全室利用 １，３２０ ２，６４０ ３，３００ ６，６００
とする場合

会議室１ ７９０ １，５８０ １，９８０ ３，９６０

会議室２ ５２０ １，０５０ １，３２０ ２，６４０

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立鳩ヶ谷駅市民センター設置及び管理条例（以

下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立鳩ヶ谷駅市

民センター設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用

料を徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０５号

川口市立ふれあいプラザ設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立ふれあいプラザ設置及び管理条例（平成２３年条例第６２号）の一部を

次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第１２条関係）

時間区分 午 前 午 後 夜 間

利用区分 ９時～正午 １時～５時 ５時～９時

円 円 円
多目的室 １，２５０ ２，２００ ２，８２０

中会議室 ６２０ ９４０ １，５７０

小会議室１ ３１０ ４７０ ６２０

小会議室２ ３１０ ４７０ ６２０

和室 ６２０ ９４０ １，５７０

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立ふれあいプラザ設置及び管理条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立ふれあいプ

ラザ設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴

収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０６号

川口市鳩ヶ谷コミュニティセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市鳩ヶ谷コミュニティセンター設置及び管理条例（平成２３年条例第６３号

）の一部を次のように改正する。

「
円 円 円

４１０ ５２０ ６２０

２１０ ３１０ ４１０

別表中 を２１０ ３１０ ４１０

３１０ ４１０ ５２０

３１０ ４１０ ５２０
」

「
円 円 円

６２０ ７８０ ９４０

３１０ ４７０ ６２０

に改める。３１０ ４７０ ６２０

４７０ ６２０ ７８０

４７０ ６２０ ７８０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市鳩ヶ谷コミュニティセンター設置及び管理条例

（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料

については、なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市鳩ヶ谷コミュ

ニティセンター設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により
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使用料を徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０７号

川口市鳩ヶ谷集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市鳩ヶ谷集会所設置及び管理条例（平成２３年条例第６４号）の一部を次の

ように改正する。

「
円 円 円

別表中
３１０ ４１０ ５２０

を

２１０ ３１０ ４１０
」

「
円 円 円

４７０ ６２０ ７８０
に改める。

３１０ ４７０ ６２０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市鳩ヶ谷集会所設置及び管理条例（以下「新条例

」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、な

お従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市鳩ヶ谷集会所

設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収す

るものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０８号

川口市自転車駐車場条例の一部を改正する条例

第１条 川口市自転車駐車場条例（昭和５９年条例第１０号）の一部を次のように

改正する。

別表第１西川口自転車駐車場の項の次に次のように加える。

並木自転車駐車場 川口市並木２丁目地内

別表第２中４の項を５の項とし、３の項の次に次のように加える。

４ 並木自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １６０円 １回 １６０円

別表第２備考中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の

１号を加える。

３ 並木自転車駐車場の一時利用のうち利用時間が１時間以内のものは、無

料とする。

第２条 川口市自転車駐車場条例の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「の利用」の次に「又は時間を単位とする駐車場の利用」を加

える。

第６条中「申請」の次に「（次項において「申請」という。）」を加え、同条

後段を削り、同条に次の１項を加える。

２ 利用の許可の可否の決定は、当該利用の許可に係る申請のあった順序により

行う。ただし、市長が必要と認めるときは、抽選の方法により行うことができ

る。

第７条中「前条」を「前条第１項」に改める。

第１２条第１項中「第６条」を「第６条第１項」に改める。

別表第１川口駅東口地下自転車駐車場の項の次に次のように加える。

川口駅東口第１自転車駐車場 川口市栄町３丁目地内

川口駅東口第２自転車駐車場 川口市栄町３丁目地内

別表第１幸町自転車駐車場の項の次に次のように加える。
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川口駅西口自転車駐車場 川口市川口２丁目地内

別表第２中５の項を７の項とし、４の項を６の項とし、３の項を４の項とし、

同項の次に次のように加える。

川口駅西口自転車駐車場 一 時 利 用 最初の３時間まで無 最初の３時間まで無
５ 料、以後１２時間ま 料、以後１２時間ま

でごとに１５０円 でごとに１５０円

別表第２の２の項の次に次のように加える。

川口駅東口第１自転車駐車場 一 時 利 用 最初の１時間まで無 最初の１時間まで無
３ 川口駅東口第２自転車駐車場 料、以後３時間まで 料、以後３時間まで

ごとに１１０円 ごとに１１０円

第３条 川口市自転車駐車場条例の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。

（利用の制限）

第４条 原動機付自転車を利用する者については、別表第１に掲げる駐車場のう

ち次に掲げるものに限り利用することができる。

(1) 栄町自転車駐車場

(2) 東川口自転車駐車場

(3) 鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場

(4) 南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

別表第１西川口自転車駐車場の項を削る。

別表第２の１の項を次のように改める。

栄町自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，７５０円 月額 ４，１２０円
１

一 時 利 用 １回 １６０円 １回 １６０円

「
月額 ２，７５０円 月額 ４，１２０円

別表第２の２の項中 を
１回 １６０円 １回 １６０円

」

「
月額 ３，３００円 月額 ４，９５０円

に改め、同表７の項を次のよ
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１回 ２１０円 １回 ２１０円
」

うに改める。

戸塚自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，２００円 月額 ３，３００円
東川口自転車駐車場
川口元郷地下自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １１０円 １回 １１０円

７
新井宿地下自転車駐車場
東川口地下自転車駐車場
鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場
鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場
南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

別表第３中備考以外の部分を次のように改める。

別表第３（第１２条関係）

使用料（１台につき）
項 利用する駐車場 利用区分

市内居住者 市外居住者

１ 栄町自転車駐車場 一時利用 １回 ３００円 １回 ３００円

２ 東川口自転車駐車場 一時利用 １回 ２００円 １回 ２００円

鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場 定期利用 月額 ３，０００円 月額 ４，５００円
３ 南鳩ヶ谷駅自転車駐車場

一時利用 １回 ２００円 １回 ２００円

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第３項の規定 公布の日

(2) 第１条の規定 令和８年１月１日

(3) 第２条の規定 令和８年４月１日

(4) 第３条及び次項の規定 令和８年１０月１日

（経過措置）

２ 第３条の規定による改正後の川口市自転車駐車場条例（以下「新条例」という。

）別表第２及び別表第３の規定は、前項第４号に掲げる規定の施行の日（以下「

第４号施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用し、第４号施行

日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 第４号施行日の前日までに第４号施行日以後の利用の許可を受けた者から当該
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利用に係る使用料を徴収する場合においては、第３条の規定による改正前の川口

市自転車駐車場条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収

するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２０９号

川口市違法駐車等防止条例を廃止する条例

川口市違法駐車等防止条例（平成７年条例第３１号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１０号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び川口

市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例

（川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

）

第１条 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第７２号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診

査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する

健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」と

いう。）」に、「健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「健康診断等

がそれぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同欄に掲げる」

に、「児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同表

の左欄に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を加える。

児童相談所等における乳児又 利用乳幼児に対する利用開始時の健康
は幼児（以下「乳幼児」とい 診断
う。）の利用開始前の健康診
断

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診
断又は臨時の健康診断

（川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９

年条例第５８号）の一部を次のように改正する。

第１１条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１５条第２項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診

査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。
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）が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「

健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。

乳幼児に対する健康診査 入所した乳幼児に対する入所時の健康
診断、定期の健康診断又は臨時の健康
診断

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１１号

川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例

（川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第１条 川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第７１号）の一部を次のように改正する。

第２条第３１号中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携

型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２

７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校教

育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）

」に改める。

（川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）

第２条 川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第７４号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

（川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正）

第３条 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。

第４条の次に次の１条を加える。

（虐待等の禁止）

第４条の２ 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、法第２７条の２第

１項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

第１３条中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。

第１４条第１項中「から第１２条まで」を「、第１２条」に改め、同項の表第
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５条第１項の項中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改め、同表第１１

条の項を削り、同条第２項中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。

（川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定める条例の一部改正）

第４条 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１９条第１項の表第１１条の項を次のように改める。

第１１条 入所中の児童 園児

第３３条の１０第１項各 第３３条の１０第１項各号
号 （幼稚園型認定こども園の

職員にあっては、学校教育
法第２８条第２項において
準用する就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法
律第２７条の２第１項各号
）

当該児童 当該園児

（川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第５条 川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年条例第４６号）の一部を次のように改正する。

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中川口市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第２条第３１号の改正

規定並びに第３条中川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例第３条、第１３条、第１４条第１項の表第５条第１

項の項及び同条第２項の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１２号

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（令和元年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第３３条第２項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査（母子

保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査を

いう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が」

に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」を「健康診断

等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開始時の健
康診断、定期の健康診断又は臨時の健康
診断

第５９条第１項第１号中「保育士 基準該当児童発達支援」を「保育士（法第１

８条の２７第１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。

）の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号。以下

この号において「改正法」という。）附則第１２条の規定による改正前の国家戦略

特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以下この号において「施行日前国家戦略

特別区域法」という。）第１２条の５第３項に規定する事業実施区域であった区域

（以下「事業実施区域」という。）内にある基準該当児童発達支援事業所にあって

は、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域

限定保育士（以下「地域限定保育士」という。）又は当該事業実施区域に係る改正

法附則第１５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国

家戦略特別区域法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士（以

下「国家戦略特別区域限定保育士」という。）。以下この号において同じ。） 基

準該当児童発達支援」に改める。

第８５条第１項第１号中「保育士 基準該当放課後等デイサービス」を「保育士

（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある基準該当放課後等デイサー

ビス事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育
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士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において

同じ。） 基準該当放課後等デイサービス」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５９条第１項第１号及び第８５

条第１項第１号の改正規定は、令和８年１月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１３号

川口市障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例

川口市障害者福祉手当支給条例（昭和４５年条例第１７号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。

(2) 障害者となった年齢が６５歳未満であること。

第５条第１項に次のただし書を加える。

ただし、手当の支給を受ける者が６５歳以上の者である場合にあっては、市長

が別に定める場合を除き、当該者が６５歳に達する日の前日において該当してい

た同表に掲げる受給対象者の区分に応じて同表に定める額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において６５歳以上の

障害者（川口市障害者福祉手当支給条例第２条第１項に規定する障害者をいう。

以下同じ。）であった者については、その者が引き続き当該障害者である間は、

この条例による改正後の川口市障害者福祉手当支給条例（以下「新条例」という。

）第３条第１項第２号の規定は、適用しない。

３ 施行日の前日において６５歳以上の障害者であった者に係る新条例第５条第１

項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「６５歳に達する日」とあ

るのは、「川口市障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例（令和７年条例

第 号）の施行の日」とする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１４号

川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例の一部を改正する条例

川口市いじめを防止するためのまちづくり推進条例（平成２８年条例第７０号）

の一部を次のように改正する。

第２条第５号中「第２１条」を「第１７条の２第１項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１５号

川口市立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例

川口市立高等学校の授業料等に関する条例（平成２２年条例第２５号）の一部を

次のように改正する。

別表第１全日制の項中「５，６５０円」を「７３，０００円」に改める。

附 則

この条例は、令和９年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１６号

川口市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立公民館設置及び管理条例（昭和４６年条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。

附則第２項に見出しとして「（川口市公民館設置及び管理条例等の廃止）」を付

する。

附則に次の１項を加える。

（供用の休止）

３ 川口市立朝日公民館、川口市立根岸公民館及び川口市立神根西公民館は、当分

の間、第２条の規定にかかわらず、供用を休止する。

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。

別表第２（第１１条関係）

使用料

館名 室名
午前９時～ 午前１１時 午後１時～ 午後３時～ 午後５時～ 午後７時～
午前１１時 ～午後１時 午後３時 午後５時 午後７時 午後９時

南平公民館 円 円 円 円 円 円
ホール ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

新郷公民館 ホール １，１００ １，１００ ２，２００ ２，２００ ２，２００ ２，２００

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚ホール ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０
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神根公民館 ホール ９９０ ９９０ １，９８０ １，９８０ ２，２００ ２，２００

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

西公民館 ホール １，１００ １，１００ ２，２００ ２，２００ ２，２００ ２，２００

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ４９０ ４９０ ９９０ ９９０ １，４８０ １，４８０

会議室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室３号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

芝公民館 ホール ５７０ ５７０ １，１５０ １，１５０ １，７２０ １，７２０

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

前川公民館 ホール １，０６０ １，０６０ ２，１４０ ２，１４０ ２，２００ ２，２００

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

視聴覚ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

安行公民館 ホール ５７０ ５７０ １，１５０ １，１５０ １，７２０ １，７２０

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０
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日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

視聴覚ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

横曽根公民 ホール ９９０ ９９０ １，９８０ １，９８０ ２，２００ ２，２００
館

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

会議室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室４号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室５号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

青木公民館 ホール ７３０ ７３０ １，４８０ １，４８０ ２，２００ ２，２００

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

幸栄公民館 ホール ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

会議室２号 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

料理実習室 ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０
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上青木公民 ホール ９９０ ９９０ １，９８０ １，９８０ ２，２００ ２，２００
館

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室３号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚室 ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

多目的室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

陶芸場 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

並木公民館 ホール ９００ ９００ １，８１０ １，８１０ ２，２００ ２，２００

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

戸塚公民館 ホール ８２０ ８２０ １，６５０ １，６５０ ２，２００ ２，２００

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室１号 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

芝南公民館 ホール ５７０ ５７０ １，１５０ １，１５０ １，７２０ １，７２０

日本間 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００
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講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

視聴覚室 ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

朝日公民館 ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

日本間１号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

日本間２号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

日本間３号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

日本間４号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

講座室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

料理実習室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

視聴覚室 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

根岸公民館 ホール ２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

日本間１号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

日本間２号 １１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０

会議室 １１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０

料理実習室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

領家公民館 ホール ７３０ ７３０ １，４８０ １，４８０ ２，２００ ２，２００

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

視聴覚室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

芝西公民館 ホール １，１００ １，１００ ２，２００ ２，２００ ２，２００ ２，２００

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
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芝北公民館 ホール ４９０ ４９０ ９９０ ９９０ １，４８０ １，４８０

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

会議室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

工作室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

芝富士公民 ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
館

日本間 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

神根西公民 ホール ２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０
館

日本間１号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

日本間２号 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

講座室 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

会議室 １４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

料理実習室 ２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

新郷南公民 ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
館

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

前川南公民 ホール ７３０ ７３０ １，４８０ １，４８０ ２，２００ ２，２００
館

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

視聴覚室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

工作室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

朝日東公民 ホール ８２０ ８２０ １，６５０ １，６５０ ２，２００ ２，２００
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館
日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

神根東公民 ホール ７３０ ７３０ １，４８０ １，４８０ ２，２００ ２，２００
館

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

芝園公民館 ホール ９９０ ９９０ １，９８０ １，９８０ ２，２００ ２，２００

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

安行東公民 日本間 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
館

講座室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

青木東公民 ホール １，０６０ １，０６０ ２，１４０ ２，１４０ ２，２００ ２，２００
館

日本間１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

日本間２号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

練習室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

戸塚西公民 ホール １，０６０ １，０６０ ２，１４０ ２，１４０ ２，２００ ２，２００
館

日本間１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

日本間２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
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ミーティング室 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

視聴覚ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

鳩ヶ谷公民 ホール ４９０ ４９０ ９９０ ９９０ １，４８０ １，４８０
館

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室１号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

講座室２号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

ミーティング室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

視聴覚室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

南鳩ヶ谷公 ホール ４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０
民館

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室２号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

会議室４号 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

料理実習室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

展示室 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

実験実習室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

里公民館 ホール ７３０ ７３０ １，４８０ １，４８０ ２，２００ ２，２００

日本間 ２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

会議室１号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室２号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

会議室３号 １９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

料理実習室 ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則の改正規定及び

附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立公民館設置及び管理条例（以下「新条例」と

いう。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以
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後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けた者から当該利用に係る使

用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立公民館設置及

び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収するもの

とする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１７号

川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例（平成１６年条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

別表中

「
円 円 円 円 円 円

１１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

２７０ ２７０ ５５０ ５５０ ８２０ ８２０

を１４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

１４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

１４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

３８０ ３８０ ７７０ ７７０ １，１００ １，１００

４４０ ４４０ ８８０ ８８０ １，１００ １，１００

４４０ ４４０ ８８０ ８８０ １，１００ １，１００
」

「
円 円 円 円 円 円

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

４００ ４００ ８２０ ８２０ １，２３０ １，２３０

に改め
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１９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

１９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

１９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

５７０ ５７０ １，１５０ １，１５０ １，７２０ １，７２０

６６０ ６６０ １，３２０ １，３２０ １，９８０ １，９８０

６６０ ６６０ １，３２０ １，３２０ １，９８０ １，９８０
」

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立中央ふれあ

い館設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴

収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１８号

川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例（平成３０年条例第８１号）の一部を

次のように改正する。

別表中

「
円 円 円 円 円 円

３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

を１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０

２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

１４０ １４０ ２７０ ２７０ ４１０ ４１０

２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０
」

「
円 円 円 円 円 円

４９０ ４９０ ９９０ ９９０ １，４８０ １，４８０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

１９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

に改め２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０

１９０ １９０ ４００ ４００ ６００ ６００

３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
」

る。

附 則

（施行期日）
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１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例（以下「新

条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立生涯学習プ

ラザ設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴

収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２１９号

川口市立南平文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立南平文化会館設置及び管理条例（昭和５４年条例第３１号）の一部を次

のように改正する。

別表の１ホールの使用料の表中

「
円 円 円 円

７，１５０ １４，３００ １７，９００ ３５，７００

９，３５０ １８，５００ ２３，３００ ４６，５００

８，５８０ １７，１００ ２１，４００ ４２，９００

１０，７８０ ２１，４００ ２６，９００ ５３，６００
を

１４，３００ ２８，６００ ３５，７００ ７１，５００

１１，２００ ２２，３００ ２７，９００ ５５，７００

１４，０００ ２８，０００ ３５，０００ ７０，０００

１８，５００ ３７，１００ ４６，５００ ９２，９００
」

「
円 円 円 円

１０，７２０ ２１，４００ ２６，８００ ５３，１００

１４，０００ ２７，８００ ３４，９００ ６９，２００

１２，８００ ２５，７００ ３２，１００ ６３，７００

１６，１００ ３２，１００ ４０，４００ ７９，８００ に改

２１，４００ ４２，９００ ５３，６００ １０６，１００

１６，８００ ３３，４００ ４１，９００ ８３，０００

２１，１００ ４２，０００ ５２，６００ １０４，２００

２７，８００ ５５，７００ ６９，７００ １３８，１００
」

める。

別表の２練習室・展示ホール等の使用料の表中

「
円 円 円 円

４４０ ８８０ １，３２０ ２，６４０

３３０ ６６０ ８８０ １，８７０
を
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３３０ ３３０ ３３０ ９９０

１日につき ７，１５０円
」

「
円 円 円 円

６６０ １，３２０ １，９８０ ３，９６０

４９０ ９９０ １，３２０ ２，８００
に改める。

４９０ ４９０ ４９０ １，４８０

１日につき １０，７２０円
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立南平文化会館設置及び管理条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けた者から当該利用に係る使

用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立南平文化会館

設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収す

るものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２０号

川口市立文化財センター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立文化財センター設置及び管理条例（平成１８年条例第３０号）の一部を

次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（旧田中家住宅の供用の休止）

３ 旧田中家住宅は、当分の間、第２条の規定にかかわらず、供用を休止する。

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。

別表第２（第１６条関係）

午 前 午 後
時間区分 （午前９時３ （午後１時３

利用区分 ０分～午後０ ０分～午後４
時３０分） 時３０分）

旧田中家住宅 茶室 ４，１９０円 ４，１９０円

日本間 ４，１９０円 ４，１９０円

歴史自然資料館 映像ギャ 設備利用なし １，８５０円 １，８５０円
ラリー

設備利用あり ３，１８０円 ３，１８０円

展示室 １，２８０円 １，２８０円

別表第２備考中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 午前と午後にわたって利用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則に１項を加える改

正規定及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立文化財センター設置及び管理条例（以下「新

条例」という。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。
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３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立文化財セン

ター設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴

収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２１号

川口市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立図書館設置及び管理条例（昭和５３年条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項を削る。

第８条中「の施行」を「に定めるもののほか、図書館の管理」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２２号

川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例の一部を改正する条

例

川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例（平成１７年条例第７５

号）の一部を次のように改正する。

第９条第１項中「者は」を「ものは」に改める。

別表の１平日における利用料金の表中

「
円 円 円 円

１，０４０ ２，０９０ ２，０９０ ３，１４０

７８０ １，５７０ １，５７０ ２，６１０

５２０ １，０４０ １，０４０ ２，０９０
を

５２０ １，０４０ １，０４０ ２，０９０

３６０ ７２０ ７２０ １，４６０

２２０ ４２０ ４２０ ７２０
」

「
円 円 円 円

１，５７０ ３，１４０ ３，１４０ ４，７１０

１，１７０ ２，３５０ ２，３５０ ３，９２０

７８０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０
に改める。

７８０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０

５４０ １，０８０ １，０８０ ２，１９０

３３０ ６４０ ６４０ １，０８０
」

別表の２休日等における利用料金の表中

「
円 円 円

２，０９０ ３，１４０ ３，１４０

１，５７０ ２，０９０ ２，６１０

１，０４０ １，５７０ ２，０９０
を

１，０４０ １，５７０ ２，０９０

７２０ １，０９０ １，４６０
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３６０ ７２０ １，０９０
」

「
円 円 円

３，１４０ ４，７１０ ４，７１０

２，３５０ ３，１４０ ３，９２０

１，５７０ ２，３５０ ３，１４０ に改める。

１，５７０ ２，３５０ ３，１４０

１，０８０ １，６４０ ２，１９０

５４０ １，０８０ １，６４０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条

例（以下「新条例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係

る利用料金については、なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

利用料金を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市立映像・情

報メディアセンター設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例に

より利用料金を徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２３号

川口市立科学館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立科学館設置及び管理条例（平成１４年条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。

「
２１０円 １人につき １６０円 ８３０円

別表第１中 を
１００円 １人につき ８０円 ４１０円

」

「
３００円 １人につき ２４０円 １，２００円

に改める。
１５０円 １人につき １２０円 ６００円

」

「
４１０円 １人につき ３３０円 １，６７０円

別表第２中 を
２１０円 １人につき １６０円 ８３０円

」

「
５００円 １人につき ４００円 ２，０００円

に改める。
２５０円 １人につき ２００円 １，０００円

」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川口市立科学館設置及び管理

条例第７条第２項の規定により発行された同項に規定する年間入場券及び同条第

４項の規定により発行された同項に規定する年間観覧券については、同日以後に

おいても利用することができる。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２４号

川口市立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立体育施設設置及び管理条例（昭和４３年条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第３の１運動施設の表中備考以外の部分を次のように改める。

１ 運動施設

施設名 種別 区分 利用 使用料単位

青木町公園総 円
合運動場 野球場 団体 １面 ３時間 ７，８４０

陸上競技場 団体 専用 ２時間 ３，７９０

共用 ２時間 ８２０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ５０

児童 ２時間 ２０

庭球場 団体 １面 ２時間 １，６５０

プール 競泳プール（ 団体 専用 ２時間 ８，２５０
補助プールを
含む。） 共用 ２時間 ３，５２０

個人 一般 ２時間 ２３０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ７０

飛込みプール 団体 専用 ２時間 ４，９５０

共用 ２時間 ２，４７０

相撲場 団体 全面 ２時間 ８２０

弓道場 団体 全面 ２時間 ８２０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ５０

体育武道セン 柔道場 団体 専用 ２時間 ３，３００
ター

共用 ２時間 １，６５０

剣道場 団体 専用 ２時間 ３，３００
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共用 ２時間 １，６５０

体育館 団体 専用 ２時間 ３，３００

共用 ２時間 １，６５０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ７０

児童 ２時間 ４０

トレーニングルーム 個人 一般 １回 ４９０

生徒 １回 １６０

エアロビクススタジオ 団体 専用 ２時間 １，６５０

東スポーツセ 野球場 団体 １面 ２時間 １，１５０
ンター

庭球場 団体 １面 ２時間 １，６５０

体育館 団体 専用 ２時間 ６，２６０

共用 ２時間 ３，１３０

個人 一般 ２時間 ２４０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

卓球室 団体 専用 ２時間 １，２１０

個人 一般 ２時間 ２３０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

室内競泳プール 団体 専用 ２時間 １５，５００

共用 ２時間 ７，７５０

個人 一般 ２時間 ４２０

生徒 ２時間 １８０

幼児 ２時間 １１０
及び
児童

室内幼児プール 団体 専用 ２時間 ２，２００

個人 幼児 ２時間 １１０
及び
児童
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トレーニングルーム 個人 一般 １回 ４９０

生徒 １回 １６０

エアロビクススタジオ 団体 専用 ２時間 １，６５０

舟戸運動場 野球場 団体 １面 ２時間 ４９０

河原町フット 団体 １面 ２時間 １，８９０
サル場

西スポーツセ 体育館 団体 専用 ２時間 ６，２６０
ンター

共用 ２時間 ３，１３０

個人 一般 ２時間 ２４０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

体育室 団体 専用 ２時間 ２，９５０

個人 一般 ２時間 ２４０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

室内プール 個人 一般 ２時間 ４２０

生徒 ２時間 １８０

幼児 ２時間 １１０
及び
児童

トレーニングルーム 個人 一般 １回 ４９０

生徒 １回 １６０

エアロビクススタジオ 団体 専用 ２時間 １，６５０

三領運動場 サッカー場 団体 １面 ２時間 ３，３００

ソフトボール場 団体 １面 ２時間 ４９０

北スポーツセ 競技場 団体 専用 １日 ７，７００
ンター

個人 一般 １日 ２２０

生徒 １日 １１０
及び
児童

江川庭球場 団体 １面 ２時間 ８２０
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新郷スポーツ 競技場 団体 専用 ２時間 １，１５０
センター

庭球場 団体 １面 ２時間 １，６５０

体育館 団体 専用 ２時間 ３，３００

共用 ２時間 １，６５０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ７０

児童 ２時間 ４０

室内プール 団体 専用 ２時間 １２，３００

共用 ２時間 ６，１８０

個人 一般 ２時間 ３７０

生徒 ２時間 １４０

児童 ２時間 ８０

毛長川庭球場 団体 １面 ２時間 ８２０

赤井少年サッ 団体 １面 ２時間 ２，３１０
カー場 （生

徒、
児童
又は
幼児
で構
成さ
れる
もの
に限
る。
）

芝スポーツセ 野球場 団体 １面 ２時間 １，１５０
ンター

体育館 団体 専用 ２時間 ４，９５０

共用 ２時間 １，６５０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ７０

児童 ２時間 ４０

柔道場 団体 専用 ２時間 １，９８０

剣道場 団体 専用 ２時間 １，９８０

トレーニング室 個人 一般 ２時間 １６０
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生徒 ２時間 ５０

その他卓球の用に供す 個人 一般 ２時間 １５０
るものとして教育委員
会が定める場所 生徒 ２時間 ７０

児童 ２時間 ４０

安行スポーツ 野球場 団体 １面 ２時間 １，１５０
センター

体育館 団体 専用 ２時間 ３，３００

共用 ２時間 １，６５０

個人 一般 ２時間 １６０

生徒 ２時間 ７０

児童 ２時間 ４０

室内プール 団体 コー ２時間 ３，８５０
ス

個人 一般 ２時間 ４２０

生徒 ２時間 １８０

幼児 ２時間 １１０
及び
児童

室内幼児プール 団体 専用 ２時間 ２，２００

個人 幼児 ２時間 １１０
及び
児童

トレーニングルーム 個人 一般 １回 ４９０

生徒 １回 １６０

エアロビクススタジオ 団体 専用 ２時間 １，６５０

戸塚スポーツ 多目的グラウンド 団体 １面 ２時間 １，１５０
センター

庭球場 団体 １面 ２時間 １，６５０

弓道場 団体 全面 ２時間 ３，０００

個人 一般 ２時間 ３３０

生徒 ２時間 １１０

体育館 団体 専用 ２時間 ６，２６０

共用 ２時間 ３，１３０

個人 一般 ２時間 ２４０
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生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

体育室 団体 専用 ２時間 ２，９５０

個人 一般 ２時間 ２４０

生徒 ２時間 １１０

児童 ２時間 ６０

室内プール 団体 コー ２時間 ３，３００
ス

個人 一般 ２時間 ４２０

生徒 ２時間 １８０

幼児 ２時間 １１０
及び
児童

室内幼児プール 団体 専用 ２時間 ２，２００

個人 幼児 ２時間 １１０
及び
児童

トレーニングルーム 個人 一般 １回 ４９０

生徒 １回 １６０

エアロビクススタジオ 団体 専用 ２時間 ２，４７０

中台庭球場 団体 １面 ２時間 １，６５０

鳩ヶ谷スポー 体育館 団体 専用 ２時間 ９９０
ツセンター

共用 ２時間 ４９０

前田西野球場 団体 １面 ２時間 １，１５０

 庭球場 団体 １面 ２時間 ８２０

鳩ヶ谷武道場 柔道場 団体 専用 ２時間 ８２０

剣道場 団体 専用 ２時間 ８２０

第１体育室 団体 専用 ２時間 １，６３０

第２体育室 団体 専用 ２時間 ８１０

別表第３の１運動施設の表備考第５号中「３，３００円」を「４，９００円」に
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改める。

「 「
２２０ ３３０

別表第３の２附帯施設の表中 ５５０ を ８２０ に改める。

２２０ ３３０
」 」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市立体育施設設置及び管理条例（以下「新条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利

用に係る使用料（指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、教育委員会が指定す

るものをいう。）が管理を行う場合にあっては、利用料金。以下同じ。）につい

て適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

３ 施行日前にこの条例による改正前の川口市立体育施設設置及び管理条例（以下

「旧条例」という。）第１５条第２項の規定により発行された回数券については、

施行日以後においても利用することができる。

４ 施行日の前日までに、施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係

る使用料を徴収する場合及び利用することができる期間の初日が施行日以後であ

る定期券の発行を受けた者から当該定期券に係る使用料を徴収する場合において

は、旧条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収するもの

とする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２５号

川口市産業労働施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市産業労働施設設置及び管理条例（平成３０年条例第８２号）の一部を次の

ように改正する。

別表中

「
円 円 円 円 円 円

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０
を

１１０ １１０ ２２０ ２２０ ３３０ ３３０
」

「
円 円 円 円 円 円

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０

２４０ ２４０ ４９０ ４９０ ７３０ ７３０
に改める。

１６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市産業労働施設設置及び管理条例（以下「新条例

」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、な

お従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市産業労働施設

設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を徴収す

るものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２６号

川口緑化センター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口緑化センター設置及び管理条例（平成８年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。

別表中

「
円 円 円 円

１，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

１，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

１，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０

２，６４０ ３，５２０ ３，５２０ ８，２２０

３，３００ ４，４００ ４，４００ １０，２８０
を

４，６２０ ６，１６０ ６，１６０ １４，３００

２，３１０ ３，０８０ ３，０８０ ７，１９０

１，３２０ １，７６０ １，７６０ ４，１１０

― ― ― ２２，０００
」

「
円 円 円 円

１，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０

１，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０

２，９７０ ３，９６０ ３，９６０ ９，２５０

３，９６０ ５，２８０ ５，２８０ １２，３００

４，９５０ ６，６００ ６，６００ １５，４００
に改

６，９３０ ９，２４０ ９，２４０ ２１，５００

３，４６０ ４，６２０ ４，６２０ １０，７９０

１，９８０ ２，６４０ ２，６４０ ６，１７０

― ― ― ３３，０００
」

める。

附 則

（施行期日）
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１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口緑化センター設置及び管理条例（以下「新条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利

用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、

なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

利用料金を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口緑化センター

設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により利用料金を徴収

するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２７号

川口市学校施設の使用料に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、学校教育に支障のない範囲で、川口市立学校の施設（以下「

学校施設」という。）を社会教育その他公共のための活動で教育委員会が特に認

めるものに使用させる場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

（使用料の納付）

第２条 学校施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、別表

に定める使用料を納付しなければならない。

（納付の時期）

第３条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。

（使用料の減免）

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。

（使用料の不還付等）

第５条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため、学校施設の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、学校施設を使用すること

ができないとき。

（委任）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

同年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の学
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校施設の使用に係る使用料について適用する。

３ 令和８年４月１日から施行日の前日までの間に施行日以後の使用の許可を受け

たものからは、施行日前においても、この条例の規定の例により当該使用に係る

使用料を徴収することができる。

別表（第２条関係）

１ 運動場等の使用料

金額

種別 単位 午前７時 午後１時 午後５時
から午後 から午後 から午後
１時まで ５時まで ９時まで

運動場 ８，０００平方メートル ２時間 ３４０円
未満

８，０００平方メートル ２時間 ６８０円
以上

体育館 ８４０平方メートル未満 ２時間 ５５０円

８４０平方メートル以上 ２時間 １，１００円

武道場 ２４０平方メートル未満 ２時間 ６１０円

２４０平方メートル以上 ２時間 １，２２０円

テニスコート（１面） ２時間 ８２０円

その他の施設 ２時間 ２４０円 ４９０円 ７３０円

２ 附帯施設の使用料

種別 単位 金額

運動場夜間照明施設 １時間 電球１個につき３０円を限度として市長が別
に定める額

体育館空調施設 １時間 ７３０円

備考

１ 構成員の５分の１以上が市内に住所を有しない者である団体（小学生又

は中学生の団体を除く。）の使用に係る使用料（附帯施設に係る使用料を

除く。）の額は、規定使用料の額にその１０割に相当する額を加算した額
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とする。

２ 前号の小学生又は中学生の団体とは、構成員（代表者及び指導者を除く。

）の全てが小学生又は中学生であり、かつ、その２分の１以上が市内に住

所を有する者又は市内に所在する小学校若しくは中学校に在学する者であ

る団体をいう。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２８号

川口市川口駅東口公共広場設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市川口駅東口公共広場設置及び管理条例（平成１８年条例第３９号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表川口市川口駅東口公共広場の項中「川口市川口１丁目７０１番地」を

「川口市川口１丁目７０１番１」に改める。

「
円 円 円 円

別表中
１４，３００ １９，１００ １４，３００ ４，７７０

を

１７，１００ ２２，９００ １７，１００ ５，７２０
」

「
円 円 円 円

１９，１００ ２５，４００ １９，１００ ６，３６０
に改める。

２２，９００ ３０，５００ ２２，９００ ７，６４０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定及

び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市川口駅東口公共広場設置及び管理条例（以下「

新条例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。

３ 施行日の前日までに施行日以後の利用の許可を受けたものから当該利用に係る

使用料を徴収する場合においては、この条例による改正前の川口市川口駅東口公

共広場設置及び管理条例の規定にかかわらず、新条例の規定の例により使用料を

徴収するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２２９号

川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４１年条例第２７号）の

一部を次のように改正する。

第４条の表川口市南消防署の項位置の欄中「川口市本町２丁目４番３９号」を「

川口市西川口３丁目１８番１号」に改める。

附 則

この条例は、令和８年１月１５日から施行する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３０号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 （仮称）神根総合運動公園整備工事（その１）

２ 工 事 場 所 川口市木曽呂ほか地内

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ２，９１５，０００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市柳崎５丁目２番３３号

中原・邦栄・姉崎特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市柳崎５丁目２番３３号

中原建設株式会社

代表取締役社長 中 原 誠

埼玉県川口市大字安行吉岡１５７０番地６

邦栄建設株式会社

代表取締役 宮 腰 昇

埼玉県川口市青木２丁目１４番７号

姉崎興業株式会社

代表取締役 姉 崎 祐 二

上記代表者

中原建設株式会社

代表取締役社長 中 原 誠

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 70 -



議案第２３１号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 （仮称）神根総合運動公園整備工事（その２）

２ 工 事 場 所 川口市木曽呂ほか地内

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 １，０９６，７００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市大字道合３０５番地

島田・菅・八廣園特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市大字道合３０５番地

島田建設工業株式会社

代表取締役 島 田 賢 一

埼玉県川口市西川口３丁目７番３３号

株式会社菅土木

代表取締役 熊 谷 貴 洋

埼玉県川口市大字西立野１８７番地

株式会社八廣園

代表取締役 渡 邉 進

上記代表者

島田建設工業株式会社

代表取締役 島 田 賢 一

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３２号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 戸塚環境センター施設整備工事

２ 工 事 場 所 川口市大字藤兵衛新田２９０番地

３ 契 約 金 額 変更前 ４７，８７０，８１２，０００円

変更後 ４８，０５２，２０２，０００円

４ 契約の相手方 東京都品川区大崎１丁目５番１号 大崎センタービル

日鉄エンジ・極東開発・三井住友・川口土建特定建設工事共

同企業体

東京都品川区大崎１丁目５番１号 大崎センタービル

日鉄エンジニアリング株式会社

代表取締役 石 倭 行 人

大阪府大阪市中央区淡路町２丁目５番１１号

極東開発工業株式会社

代表取締役 布 原 達 也

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１丁目１０３番地

三井住友建設株式会社北関東営業所

所長 酒 井 智 治

埼玉県川口市本町４丁目１１番６号

川口土木建築工業株式会社

代表取締役 古 川 元 一
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上記代表者

日鉄エンジニアリング株式会社

代表取締役 石 倭 行 人

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３３号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 江川第３調節池整備工事（その２）

２ 工 事 場 所 川口市安行慈林地内

３ 契 約 金 額 変更前 ５１９，５８０，６００円

変更後 ６４１，１８４，５００円

４ 契約の相手方 埼玉県川口市柳崎５丁目２番３３号

中原・姉崎特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市柳崎５丁目２番３３号

中原建設株式会社

代表取締役社長 中 原 誠

埼玉県川口市青木２丁目１４番７号

姉崎興業株式会社

代表取締役 姉 崎 祐 二

上記代表者

中原建設株式会社

代表取締役社長 中 原 誠

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３４号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ａ氏

川口市在住 Ｂ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。
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(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３５号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｃ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３６号

訴えの提起について

児童扶養手当返還金及びひとり親家庭等医療費返還金に係る支払督促の申立てに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定に

より次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｄ氏

２ 事件の内容

上記の者は、児童扶養手当返還金及びひとり親家庭等医療費返還金について、

支払いを求める電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該

債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言

付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し児童扶養手当返還金及びひとり親家庭等医療費返還金並びにこ

れらに係る延納利息及び遅延利息の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から児童扶養手当返還金及びひとり親家庭等医療費返還金を完納す

る旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとす

る。
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(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 79 -



議案第２３７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｅ氏

２ 事件の内容

上記の者は、奨学資金貸付金について、返還を求める電話や催告書等による再

三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支

払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うものである。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３８号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｆ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２３９号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都江戸川区在住 Ｇ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４０号

訴えの提起について

一般被保険者返納金に係る支払督促の申立てについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｈ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者返納金について、支払いを求める電話や催告書等に

よる再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金

銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言付支払督促の申立てを行うもので

ある。

その際、この督促に対し債務者が異議の申立てを行った場合には、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により訴訟に移行するため、また、

支払督促の送達が不能である場合又は本議案の議決後に債務者が居所不明となっ

た場合若しくは川口簡易裁判所、さいたま簡易裁判所、越谷簡易裁判所、大宮簡

易裁判所及び東京簡易裁判所が管轄する住所地以外の住所に住所を移した場合に

は訴訟を提起するため、あらかじめ地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に

より議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４１号

訴えの提起について

一般被保険者第三者納付金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求

める。

１ 相手方

東京都足立区在住 Ｉ氏

神奈川県横浜市在住 Ｊ氏

２ 事件の内容

上記の者は、一般被保険者第三者納付金について、支払いを求める電話や催告

書等による再三の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に

係る金銭の支払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し一般被保険者第三者納付金及びこれに係る遅延損害金の支払いを

求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者第三者納付金を完納する旨の申入れがあり、かつ、

その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４２号

訴えの提起について

住宅使用料及び不当利得返還金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決

を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｋ氏

北葛飾郡杉戸町在住 Ｌ氏

２ 事件の内容

上記、Ｋ氏は住宅使用料及び不当利得返還金について、上記、Ｌ氏は住宅使用

料について、支払いを求める電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。

そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し住宅使用料及びこれに係る延滞金並びに不当利得返還金及びこれ

に係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から住宅使用料及び不当利得返還金を完納する旨の申入れがあり、

かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４３号

訴えの提起について

母子福祉資金償還金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

広島県呉市在住 Ｍ氏

２ 事件の内容

上記の者は、母子福祉資金について、返還を求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し母子福祉資金償還金及びこれに係る違約金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から母子福祉資金償還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４４号

訴えの提起について

母子福祉資金償還金の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

越谷市在住 Ｎ氏

Ｏ氏

草加市在住 Ｐ氏

２ 事件の内容

上記の者は、母子福祉資金について、返還を求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し母子福祉資金償還金及びこれに係る違約金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から母子福祉資金償還金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４５号

訴えの提起について

学校給食費の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

栃木県真岡市在住 Ｑ氏

Ｒ氏

２ 事件の内容

上記の者は、学校給食費について、支払いを求める電話や催告書等による再三

の催告に応じなかった。そこで、当該債務者に対し当該債権等に係る金銭の支払

い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４６号

訴えの提起について

市営住宅の明渡し等の請求に関し、訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市在住 Ｓ氏

２ 事件の内容

上記の者は、市営住宅を不法に占有しており、川口市の再三にわたる退去指導

にもかかわらず、退去しなかった。そこで、市営住宅の明渡しを求めるとともに、

損害賠償金の支払い等を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し物件目録記載の建物の明渡しを求めるもの

(2) 被告に対し明渡しの完了する日までの損害賠償金の支払を求めるもの

(3) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(4) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

物件目録

市営住宅の名称 芝高木住宅

所 在 川口市芝高木１丁目１５番１８－１０８号

芝高木住宅

床 面 積 ５６．００平方メートル

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４７号

和解契約の締結について

住民基本台帳事務における支援措置対象者の個人情報漏えいについて、次のとお

り和解するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号

の規定により議決を求める。

１ 相手方

川口市在住

女 性 ２３歳

２ 和解条項

(1) 川口市は、上記の者に対し、本件による解決金として、金６４８，２００円

の支払義務があることを認める。

(2) 川口市は、上記の者に対し、前項の金員を、令和８年１月末日限り、上記の

者が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、川口

市の負担とする。

(3) 上記の者は、川口市に対し、本件に関し、前２項に定めるもののほか、名目

のいかんを問わず一切の請求権を放棄する。

(4) 川口市及び上記の者は、川口市と上記の者との間には、本件に関し、本和解

条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４８号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口総合文化センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市西川口１丁目７番１号

公益財団法人川口総合文化センター

理事長 奥 ノ 木 信 夫

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２４９号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市社会福祉センター

川口市老人福祉センター神根たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立南平児童センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立芝児童センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市並木２丁目５番１号 埼玉りそな銀行西川口支店ビル１Ｆ

株式会社コマーム

代表取締役社長 小 松 秀 人

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５２号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市特別養護老人ホーム

川口市養護老人ホーム

川口市ケアハウス

川口市老人デイサービスセンター新郷れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター安行たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター芝たたら荘

川口市老人デイサービスセンター芝れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５５号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人デイサービスセンター芝南れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５６号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人デイサービスセンター鳩ヶ谷れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 池 田 誠

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５７号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市障害者短期入所施設朝日しらゆりの家

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字木曽呂１３７４番地

社会福祉法人みぬま福祉会

理事長 高 橋 孝 雄

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５８号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市あさひコミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市朝日４丁目４番１３号

朝日コミュニティ委員会

会長 清 水 知 明

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２５９号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口緑化センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字安行領家８４４番地の２

公益財団法人川口緑化センター

理事長 栗 原 明 宏

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２６０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市営植物取引センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字安行領家８４４番地の２

公益財団法人川口緑化センター

理事長 栗 原 明 宏

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２６１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

青木町公園

中青木公園

荒川運動公園

川口自然公園

川口西公園

戸塚中台公園

ゴリラ公園

並木元町公園

並木元町北公園

並木元町中公園

並木元町南公園

戸塚下台公園

新郷東部公園

前田東公園

上新田公園

朝日中央公園

北原台公園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市飯原町１４番１号

公益財団法人川口市公園緑地公社

理事長 栗 原 明 宏

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 105 -



議案第２６２号

公の施設の指定管理者の指定の期間の変更について

次のとおり公の施設の指定管理者の指定の期間を変更することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立川口駅前市民ホール

２ 指定管理者となる団体の名称

東京都港区虎ノ門２丁目１０番４号

株式会社ホテルオークラエンタープライズ

代表取締役社長 正 岡 久 光

３ 指定の期間の変更

「令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和３年４月１日から

令和８年９月３０日まで」に変更する。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２６３号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

幹 線 7.1
大字安行字元木下617番1地先 大字安行藤八字道下656番2地先 ～ 989.9

第 1 1 9 号 線 17.5

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２６４号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

鳩 ヶ 谷
大 字  字 宮 地 1 1 5 9 番 地 先 大 字  字 宮 地 1 1 6 3 番 地 先 1.8 49.2

第9023号線

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第２６５号

第６次川口市総合計画基本構想を定めることについて

次のとおり第６次川口市総合計画基本構想を定めるため、川口市総合計画策定条

例（平成２７年条例第９号）第５条の規定により議決を求める。

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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第６次川口市総合計画基本構想

１ 総合計画策定の目的

本市では、昭和５０年の「川口市総合計画」から平成２８年の「第５次川口市

総合計画」まで、市政運営の指針となる総合計画を順次策定し、市勢の発展、市

民生活の充実・向上に努めてきました。

一方、社会情勢は、本格的な少子高齢社会、ＩＣＴ普及拡大に伴う人々のコミ

ュニケーションや価値観の変化、新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえた公

衆衛生対策・危機管理体制に対する考え方の変化など、その変動が激しく予測も

難しくなっています。

こうした情勢の変化の中、本市を取り巻く状況を整理し、本市がめざすべき将

来像への指針として、「第６次川口市総合計画」を策定しました。

２ 総合計画の構成と期間

総合計画は、本市のまちづくりのビジョンを明らかにするものであり、本市の

将来の姿を掲げるとともに、その実現のために必要とされる施策の基本的な方向

を定めるものです。

本計画は、分かりやすく実効性の高い計画とすることに重点を置き、「基本構

想」、「基本計画」、「実施計画」の３層構造で構成します。

なお、それぞれの期間については、基本構想が令和８年度から１０年間、基本

計画が前期・後期各５年間とし、実施計画は毎年度３年先を見据えて定めます。

(1) 基本構想

本市の将来都市像とその実現に向けた基本理念を示すとともに、めざす姿と

して施策の方向性を定めたものです。

(2) 基本計画

基本構想を実現するための施策を体系的に定めたものです。

(3) 実施計画

基本計画における施策を実現するために実施する具体的な事業を定めたもの

です。

３ 基本理念

本市では、「市民とともに輝くまちづくり」、「みんなの笑顔輝くまちづくり」、
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「いつまでも輝き続けるまちづくり」を総合計画における基本理念とします。

この基本理念は、これからのまちづくりの根幹となる考え方です。

(1) 市民とともに輝くまちづくり＜協働に関する理念＞

市民は市政の主人公であり、お互いを尊重し合い、人と人との相互のつなが

りを大切にしながら、市民自らの手で自らのまちをつくっていきます。

行政は、市民と力を合わせ、また企業なども含めたさまざまな主体の強みを

活かしながら、まちの魅力をさらに磨き、市民とともに輝くまちづくりを推進

します。

(2) みんなの笑顔輝くまちづくり＜市民の幸せに関する理念＞

市民の多様な価値観、ニーズ、ライフスタイルが尊重され、豊かな個性が育

まれる地域社会を築くことによって、市民の誰もが心豊かに、幸せに暮らすこ

とができるまちをめざします。こどもからお年寄りまで、市民一人ひとりの笑

顔が輝き、ずっと住み続けたいと思えるまちづくりを推進します。

(3) いつまでも輝き続けるまちづくり＜社会の持続性に関する理念＞

少子高齢化などの社会情勢を踏まえ、長期的な視点に立ったまちづくりを推

進します。限りある資源を有効に活用しながら地域社会の発展を図り、すべて

の人が安心して暮らせる環境を整備し、笑顔がいつまでも輝き続ける、持続可

能でより良い社会の実現をめざします。

４ めざすまちの姿

(1) 将来都市像

産業と文化と自然が調和した 輝きあふれるまち 川口

本市は「ものづくりのまち」として発展してきた歴史があり、現代において

も多様な産業活動が市勢の原動力となっています。また、宿場町として栄えた

歴史を伝える建造物が残るほか、新たな文化芸術拠点の整備が進み、豊かな文

化芸術環境が整っています。さらに、都心近郊に位置するアクセスの良い立地

ながら、水辺空間や緑地空間などの自然に触れることができ、住みやすいまち

としての認知も広がっています。

こうした「産業」と「文化」と「自然」を調和させ、本市ならではの活力と

豊かさと安らぎに満ちた環境で、すべての人が生き生きと活躍し、未来を創造
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していく、輝きあふれるまちをめざします。

(2) めざす姿

将来都市像を実現するため、基本理念に則り、以下の８つの「めざす姿」を

定めます。

ア 健康で、自分らしく生き生きと暮らせるまち

健康に対する市民ニーズがより高くなっているほか、少子高齢化や核家族

化といった家族形態の変化、ライフスタイルの多様化などの社会情勢の変化

に伴い、福祉に対するニーズも高度化・複雑化しています。これらのニーズ

に対応するためには、市民・地域・行政がそれぞれの役割を担いながら一体

となり、包括的で一貫した支援体制を整備することが必要です。こうした体

制の下で、医療体制の充実、感染症対策の強化、市民の心身の健康維持と社

会参加への支援を行うことで、すべての人が健康で、自分らしく、生きがい

を持って暮らせるまちをめざします。

イ 誰もがお互いを認め合い、安心して暮らせるまち

多様化が進む現代社会において、すべての人が安心して暮らせるまちづく

りが求められています。その実現のために、お互いを認め合う環境づくりを

進めるとともに、町会・自治会などの地域に根ざしたつながりや、市民の自

主的なコミュニティ活動をまちづくりに活かします。また、激甚化する災害

などに備え、人々の日々の安全を守るために、防災や防犯、救急体制の充実

を図り、自助・共助・公助によって、安心して暮らせるまちをめざします。

ウ こどもをみんなで育み、こどもが輝き活躍するまち

本市が活力にあふれる持続可能な地域であり続けるためには、こどもたち

が充実した養育環境・教育環境の下で健やかに成長し、大人になっても本市

に愛着を持って住み続け、次世代の地域社会の担い手となるような環境整備

が重要です。こうした世代をつなぐ好循環を維持していくために、市民、地

域、行政が一体となってこどもの成長をサポートし、どのような環境にある

こどもにも豊かな学びの機会を確保するとともに、安心してこどもを生み育

てることができるまちをめざします。

エ 学びとスポーツ・文化に親しみ、自己実現ができるまち
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生涯学習やスポーツ、文化芸術を通じて、学び、活動することは、こころ

とからだの健康維持・増進をもたらし、精神的・肉体的・社会的に良好な状

態（Well-Being：ウェルビーイング）の向上につながります。

本市が有するさまざまな学びの施設やスポーツの拠点、文化芸術の創造拠

点を活用しながら、ライフステージや障害の有無、文化的背景にかかわらず

誰もが心豊かに自己実現できるまちをめざします。

オ にぎわいと魅力があり、伝統と未来が響き合うまち

少子高齢化による産業の担い手・後継者不足や、エネルギー・資材価格の

高騰など、経済情勢が変化する中、ＤＸによる業務効率化や生産性向上など

による企業の成長基盤の強化を支援する体制が重要です。また、次世代への

技術の伝承とさらなる革新によって、より良いモノやサービスを社会に送り

出していく本市の産業の力強さを発揮して、伝統と未来が響き合い、新たな

魅力とにぎわいが生まれるまちをめざします。

カ 都市と自然が調和した、うるおいとやすらぎのあるまち

本市にある多くの緑地や水辺空間と、そこに育まれた豊かな自然を将来の

世代にも引き継げるように保全します。また、清潔で快適な都市生活を送る

ことができるような環境の整備や、自然と触れ合えるような緑地や水辺空間

の整備を進め、うるおいとやすらぎのあるまちをめざします。

キ 誰もが安全で快適に暮らせるまち

市内全域での交通ネットワークの整備や土地区画整理事業の推進、バリア

フリー化を中心とした交通環境の利便性の向上や、ウォーカブルなまちづく

りによる便利で快適な都市空間の形成を図ります。また、安全・安心な上下

水道サービスの提供などのインフラ整備を進め、災害に強く、誰もが安心し

て過ごせるまちをめざします。

ク 持続可能で自立したまち

これまでに掲げた７つのめざす姿を実現するためには、持続可能で自律的

な行財政体制のもとで、多様な主体と連携しながら計画的な行政運営を行う

必要があります。そのために、財政基盤の健全化やＤＸの推進、人材の確保

・育成と適正配置などの体制整備を一層促進します。

- 113 -



また、多様化する市民ニーズに対応し、公共施設の規模・機能の最適化や、

行政サービスに対する受益者負担の適正化など、不断の行政改革に取り組み、

官民連携による民間活力も取り入れながら、安定した行財政基盤の維持・改

善をめざします。
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議案第２６６号

川口市公平委員会委員の選任同意について

川口市公平委員会委員に次の者を選任するため、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第９条の２第２項の規定により同意を求める。

記

玉 作 恵 美 ４７歳 さいたま市在住

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 玉 作 恵 美

年 齢 ４７歳

現 住 所 さいたま市在住

平成２２年１２月 弁護士登録（埼玉弁護士会所属）

平成３１年 ４月 川口市市民相談室法律相談員

令和 ３年 ７月 川口市男女共同参画苦情処理委員

令和 ４年 ４月 埼玉県南部保健所感染症審査協議会委員

令和 ５年 ２月 埼玉県建築審査会委員
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議案第２６７号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

漆 山 隆 ７６歳 川口市在住

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 漆 山 隆

年 齢 ７６歳

現 住 所 川口市在住

平成１８年 ４月 川口市立青木中央小学校教頭

平成２２年１２月 民生委員・児童委員

平成２８年 ４月 新郷地区民生委員・児童委員協議会副会長

平成２８年 ５月 新郷地区社会福祉協議会会長

平成２９年 ４月 人権擁護委員

令和 ２年 ４月 人権擁護委員

令和 ５年 ４月 人権擁護委員
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議案第２６８号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

河 井 徹 ６４歳 川口市在住

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 河 井 徹

年 齢 ６４歳

現 住 所 川口市在住

平成２５年１０月 有限会社河井商事代表取締役

平成２８年 ６月 川口都市計画事業芝東第３土地区画整理審議会委員

令和 ２年 ４月 人権擁護委員

令和 ５年 ４月 人権擁護委員
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議案第２６９号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

戸ヶ﨑 幾 江 ６７歳 川口市在住

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 戸ヶ﨑 幾 江

年 齢 ６７歳

現 住 所 川口市在住

平成１７年 ４月 川口市立芝小学校教頭

平成２０年 ４月 川口市立神根東小学校長

平成３０年 ４月 川口市立教育研究所教育相談員

令和 ４年 ４月 川口市教育委員会特別支援教育アドバイザー

令和 ４年 ５月 川口市社会教育委員

令和 ５年 ４月 人権擁護委員
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議案第２７０号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

備 藤 泰 充 ６４歳 川口市在住

令和７年１１月２８日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 備 藤 泰 充

年 齢 ６４歳

現 住 所 川口市在住

平成１９年 ４月 川口市立戸塚西中学校ＰＴＡ副会長

平成１９年 ５月 株式会社備藤園代表取締役

令和 ２年 ４月 人権擁護委員

令和 ３年 ８月 川口市同和対策審議会委員

令和 ５年 ４月 人権擁護委員
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